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残業削減雇用維持奨励金が創設されました！ 
 
 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合におい

て、その雇用する労働者や派遣されてきている労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用

の維持等を行う事業主を対象とした助成金が、３月３０日に創設されました。いわゆる日本型ワークシェ

アリングの導入を促進するものです。 
 
 
売上高又は生産量等の指標の最近３か月間の月平均値がその直前の３か月または前年同期に比べ

５％以上減少している事業所（中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満でも

可）で、以下の条件を満たしていること。 
① 判定期間における事業所労働者（事業所の雇用保険被保険者と派遣労働者）１人１月当たりの残業

時間が、比較期間（計画届の提出月の前月または前々月からさかのぼった６か月間）の平均とくらべ

て２分の１以上かつ５時間以上削減されていること 
② 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して５分の４以

上であること 
③ 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等（有期契約労働者の雇止め、

派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。）をしていないこと 
 

 
各判定期間の末日時点における有期契約労働者・派遣労働者１人当たり、下記の額になります。 

（上限は各々100人。残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象としない）。 
  有期契約労働者 派遣労働者 

中小企業事業主 15 万円〔年 30 万円〕 22.5 万円〔年 45 万円〕 

中小企業事業主以外の事業主 10 万円〔年 20 万円〕 15 万円〔年 30 万円〕 

 
 支給手続等 

支給要件 

支給額 

この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、そ

の書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。 
この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間（１年間）の初日から６か月ごとに区分した判定期

間ごとに２回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して１か月とされます。 
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拡充!! 

       雇用調整助成金 

中小企業緊急雇用安定助成金、さらに拡充！ 

 
休業等の実施により「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給する場合、解雇等を行わ

なければ、助成金の額が増えます！ 判定基礎期間（※）の末日が平成２１年３月３０日以降の休業より
対象となります。 
（※）判定基礎期間…賃金締切期間 
 
 
 
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せされます。 
① 判定基礎期間（賃金締切期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間（初回計画届提出日の

属する月の前月からさかのぼった６か月間）の月平均事業所労働者数と比べ５分の４以上であること 
② 判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に、事業所労働者の解雇等（有期契約労働者

の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。）をしていないこと 
 

 
 

上記要件を満たしている場合、下記のように上乗せされます。 
  通常の助成率 上乗せ後 

雇用調整助成金 ３分の２ ４分の３ 

中小企業緊急雇用安定助成金 ５分の４ １０分の９ 

  ※通常の助成率で計算した金額が、すでに助成金の上限額（７，７３０円）に達している場合は上乗せ
は行われません。 

 
 
 支給手続等 

助成金上乗せの条件 

助成率 

通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請書の提出時

に雇用維持事業主申告書を併せて提出する必要があります。 
 

 


